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高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部 

第２回 企画委員会 議事録 

 

１ 開催日時 

平成22年４月22日（木）16：02～16：57 

 

２ 場所 

中央合同庁舎４号館共用1214特別会議室       

 

３ 議事次第 

１．開会 

２．新たな情報通信技術戦略（案）について 

３．閉会 

 

４ 配付資料 

資料    新たな情報通信技術戦略（案） 

参考資料１ 国民主権の社会を確立するための新たな情報通信技術戦略（案） 

参考資料２ 農林水産省提出資料 
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開 会 

 

○津村内閣府大臣政務官 それでは、ただいまから高度情報通信ネットワーク社会推進戦

略本部（ＩＴ戦略本部）の第２回企画委員会を始めます。 

 ご多用中、皆様方にはご参集いただきましてありがとうございます。 

 それでは、まず最初に、座長の川端大臣からごあいさつをお願いいたします。 

○川端内閣府特命担当大臣 ＩＴ戦略本部の企画委員会の開催に当たり、一言ごあいさつ

申し上げます。 

 きょうはお忙しいところ、それぞれの担当の皆さん、副大臣、政務官、お集まりいただ

きましてありがとうございます。また、それぞれの項目の調整も含めまして、今日の会議

に至るまでの準備に関して大変なご協力をいただきましたこと、ありがとうございます。 

 今日は、現時点までの調整をした案文を資料「新たな情報通信技術戦略（案）」として

お示しいたします。ただし、この案の中では、幾つかの項目について最終調整合意に至っ

ていない案件が残っております。したがいまして、本日の企画委員会で関係府省の方々そ

れぞれと意見交換の上、最終調整を図って、ＩＴ戦略本部に諮る案を取りまとめたいと思

っておりますので、限られた時間ではありますが、効率的に有効なご議論をいただきたい

と思っておりますので、ご協力をよろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○津村内閣府大臣政務官 ありがとうございました。 

 では、本日の議題に入ってまいります。 

 川端大臣から冒頭ご発言がありましたとおり、前回の企画委員会以降、各府省から具体

的な取り組みのご提案をいただいております。企画委員会幹事を中心に、各府省との間で

検討を重ねまして、資料「新たな情報通信技術戦略（案）」のとおり取りまとめておりま

す。クリップを外していただいたら、Ａ４縦のものでございます。 

 また、本日、農林水産省の佐々木政務官におかれましては、衆議院農林水産委員会での

審議出席のため欠席とのご連絡をいただいておりますが、お手元の参考資料２のとおりご

意見をいただいておりますので、ご参照願います。 

 それでは、戦略案の概要につきまして、私からご説明いたします。各府省の調整を経て

当方で取りまとめました情報通信技術戦略案について、概要をご説明いたします。参考資

料１をごらんください。Ａ４横のカラフルなほうでございます。よろしいでしょうか。 

 ＩＴ戦略につきましては、目標を明確化するとともに、その目標の実現に向けた重点施

策を盛り込むよう調整を進めてまいりましたので、その２点を中心にご説明いたします。 

１ページ目をごらんください。戦略の基本認識と、３つの重点戦略を記載しております。

国民本位の電子行政の実現、地域の絆の再生、そして新市場の創出と国際展開、この３点

でございます。 

 １枚おめくりいただきまして、２ページ目をごらんください。重点戦略の最初の柱であ



3 

ります、国民本位の電子行政の実現について、2020年までに、主要な申請手続や証明書入

手を週７日24時間、ワンストップで利用できること、2013年までに、国民が行政を監視し、

自己の情報をコントロールできるようになること、2013年までに、２次利用可能な形で行

政情報を公開し、原則すべてインターネットで利用可能とすること等の目標を設定いたし

ました。 

 また、これらの目標を実現するため、企画委員会のもとにタスクフォースを設置して、

具体的取り組みを進めることとしております。 

 ３ページ目をごらんください。重点戦略の２番目の大きな柱であります、地域の絆の再

生についてでございます。医療・教育に関して、2020年までの目標年限を設定するととも

に、2015年ごろを目途に、全世帯でのブロードバンドサービスの利用を実現する「光の

道」によって、医療等の向上や地域活性化を図るという目標を設定いたしております。 

 ４ページ目をごらんください。３番目の重点戦略であります、新市場の創出と国際展開

では、2020年までに、クラウドコンピューティング等の新技術導入によって70兆円の新市

場の創出や、2020年までに、スマートグリッドを一般化させる等によって家庭等でＣＯ２

削減を可能とするといった目標を設定しております。 

 ５ページ目をごらんください。こちらは、与党内でも議論があるテーマでございますけ

れども、大臣、副大臣とも、これまでの議論を整理する趣旨から、「政治主導により進め

るべき電子化」と題しまして、選挙運動、投票、国会などの取り組みにつきまして記述い

たしております。ここは、今回の戦略の若干新しいところでございます。 

 本戦略の取り扱いについて、２点補足をいたします。本戦略は、2020年のあるべき社会

を実現し、持続的成長を支えるための戦略であります。その意味で新成長戦略と軌を一に

したものであり、新成長戦略については本戦略と整合性をとりつつ策定したいと考えてお

ります。 

 またもう１点、各府省の個別具体的な施策についてでございますが、来月を目途として

策定予定の工程表の中で取り上げさせていただく予定です。 

 企画委員会メンバーの方々におかれましては、以上のことを踏まえて議論いただければ

幸いでございます。 

 説明は以上でございます。 

 それでは、意見交換に入ってまいりたいと思います。論点を整理しながら議論するため

に、箇所を区切って意見交換とさせていただきたいと思います。 

 Ⅰ．基本認識とⅡ．３つの柱と目標につきまして、これまでの議論の中で特に意見の相

違はないと認識しておりますが、何か特段のご意見があればお願いしたいと思います。今

私がⅠとⅡと申し上げたのは、縦長のペーパーのⅠ．基本認識、Ⅱ．３つの柱と目標の部

分のことでございます。 

 また最後に全体について、もしあればご議論いただけると思いますので、特段なければ、

分野別の話に入っていこうかと思います。Ⅲ．分野別戦略でございますが、３ページ以降



4 

でございます。 

 まず、３本柱の１本目、１．国民本位の電子行政の実現について、意見交換をさせてい

ただきたいと思います。この点につきまして、法務省から事前に、週７日24時間入手でき

る行政サービスのオンライン利用等について、具体例から戸籍謄抄本を削除すべきである、

費用対効果を厳密に踏まえてとの文言を各所に追記すべきであるとのご意見が出ておりま

す。これについて、ご意見を出された法務省さんから、もしよろしければご発言ください。 

○加藤法務副大臣 これは、所管の問題があるので、戸籍謄抄本ということだけ触れまし

たけれども、もう少し踏み込んで申し上げれば、本当に費用対効果でそれだけの投資効果

があるのかということを相当厳密に考えないと、無駄な公共事業の二の舞になるのではな

いかという危機感が私は非常に強くございまして、みずからの所管のところで言うと、こ

の戸籍のところがそれに当たるものですから、本当にこれをやる気なんですかという意味

で指摘させていただきました。 

 少しかみ砕いて言えば、戸籍謄本あるいは戸籍抄本を果たして人生の中で何回必要とす

るのかということを考えると、それが24時間365日コンビニでとれなければいけないのか、

そのために莫大な投資をするのですかということを根本的に考えるべきではないかと僕は

思います。自治体の窓口なり出張所なりに行ってとれば済むというのが今の仕組みであり

ますが、これを申し上げると、いや、そのために会社を半休しなければいけないのは大変

だなどというご意見も出るのですが、それは東京を初めとした一部の大都市の問題であり

まして、そうでないところは、仕事中に窓口に寄ることもできれば、あるいは会社員でな

い方もたくさんいらっしゃる。ご家族がとりに行くことも可能です。あるいは郵便でも対

応できます、本籍は自分の所在地とは限りませんので。そうなると、本当にその投資効果

はあるのだろうということを私はよく考えていただきたいと私は思います。 

 あわせて申し上げると、これは極めてセンシティブな個人情報でありますから、相当高

いセキュリティレベルが要求されます。つまり、システムをつくる上でも当然のことなが

らそれだけコストが発生するわけで、万万が一にでも本人以外の方に漏れることのないよ

うな仕組みにした上でそれだけの便益ということになると、これは大きくはてなマークを

つけなければならないと思っておりまして、その趣旨からこの指摘をさせていただきまし

た。 

○津村内閣府大臣政務官 では、内藤さん。 

○内藤総務副大臣 本当に私も、このネットワークから引き出せるもの、書類、全部が全

部とは思っておりません。国民にとって利便性が感じられるようなものが何なのかという

のを徹底的に議論して決めていく必要があるかと思います。ただ、その一方で、プライバ

シーあるいはセキュリティという観点で言うと、では住民票もそうなのかということで、

結局何もできなくなってしまうこともまた確かですので、その辺はセキュリティ云々とい

うのは、これはもうセキュリティを高めていくような努力をすればいいわけですから、そ

れゆえに除外するというのは、私はそういう立場はとるべきではないと思います。 
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○加藤法務副大臣 それだから除外ではなくて、内藤さんも私ももともとの専門領域はほ

ぼ一緒ですから、もうおわかりの上でのご発言だと思いますけれども、それだけ高いセキ

ュリティレベルが必要だから、システム開発にそれだけコストがかかりますよねと。そう

すると、その高くついているコストに対して、本当に戸籍謄本や戸籍抄本をとるというこ

とが24時間365日コンビニでできなければいけないのでしょうかと。それが安くできるの

だったら、大いに結構です。別に何も絶対外さなければいけないとかとごねるつもりも全

くありません。僕は、我が国の財政状況を考えて、コストパフォーマンスは最優先で考え

るべきじゃないですかということを言っているということです。 

○津村内閣府大臣政務官 ありがとうございます。 

 今最後に加藤副大臣から言っていただいたことは非常に重要な点だと思います。そのコ

スト対効果のことがクリアできるのであれば、その考え方自体は別に排除するものではな

いというお話だったわけですけれども、実は大臣、副大臣と私どもの議論の中でも、費用

対効果の話は繰り返し出てきました。この３ページのボックスの３番目のところに、この

３番目の○が少し長いんですけれども、その長いのはまさに大臣の思いも含めて、費用対

効果、これまでのいわば反省といいますか、教訓といいますか、そういうことをしっかり

整理した上で新しいシステム投資には取り組んでいこうと、これは実は大臣から直しを入

れていただいた部分でもあるんですけれども、この観点はまさに問題意識としては共有し

ております。 

 その上で、今お配りした資料というのが、今回法務省さんから問題提起をいただいてお

りますので我々も少し勉強したのですけれども、国民のニーズとしては、こういう調査に

よると、潜在的なニーズは大きいのではないかということや、あとはセキュリティの問題

についても、これは詳しくはご説明しませんけれども、韓国等に戸籍謄抄本を実際に端末

でやっているケースなどもあるようですけれども、そういう他国の事例、また最後のペー

ジに出ておりますけれども、現在講じようとしているセキュリティ対策のこと等、少し研

究中であります。ここでこの数分間の議論で、最終的にどういうセキュリティレベルで幾

らの投資をするかというところまで当然結論は出ないわけで、費用対効果についてきちん

と教訓を整理しながら、しかし基本的な方向性としては目指していこうと、先ほど加藤副

大臣が最後におっしゃっていただいたこととほとんど同じことを申し上げているつもりな

んですが、ぜひご理解いただければと思います。 

○加藤法務副大臣 それは違うんです。コストパフォーマンスを考えてやるという趣旨は

いいんです。それはそのとおりやってもらいたいんだけれども、大体この手のものという

のは、一回文章にすると、それがひとり歩きしますから、それで言うと、ここには、行政

サービスの中で、利用頻度が高く、週７日24時間入手できることによる国民の便益が高い

サービスの例として、住民票、印鑑証明、戸籍謄抄本の入手と書いてあるわけです。だか

ら、戸籍謄抄本の入手がどうして利用頻度が高くて、週７日24時間入手できなければいけ

ないのかと言っているんです。そうじゃないでしょうと。ここでパスポート云々とあるけ
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れども、確かにパスポートをとるときには戸籍謄抄本が必要です。だけれども、それ以外

に一体何に使うんですか。今パスポートは10年間ですよ。ずっとパスポートを持っている

人だって、これは10年に一遍しか要らないんです。そのために24時間365日コンビニでと

れなければいけないんですか。そんなことよりも、ほんの１～２時間、仮に会社におくれ

ても、役所へ行ってとれるような社会にしたほうが健全じゃないですか。 

○津村内閣府大臣政務官 法務省のお立場ですと、冒頭おっしゃっていたように、戸籍謄

抄本だけを切り分けて投資と見合いで考えるとそういう発想が出てくるのもわかるんです

けれども、住民票とか印鑑証明とか、そのほかいろいろなものがその一つの端末で使える

ようにしていこうということですから、戸籍謄抄本だけをとれば、確かに年に何回かとい

う話もあるかもしれませんけれども、既に住民票その他も含めてシステム投資をした世界

においては、それプラス戸籍謄抄本もあったほうが、同じシステム投資に対してサービス

はたくさん載せたほうがよくありませんか。 

○加藤法務副大臣 だから、それが同じシステム投資で済むのかどうかも含めてコストパ

フォーマンスの問題じゃないですかと言っているんです。セキュリティレベルを上げなけ

ればいけないんだから、だったらその分コストがかかるでしょうと。 

○古本財務大臣政務官 いいでしょうか。若干前回の１回目のときに、費用対効果は、財

務省の恥ずかしい例を紹介して口火を切った責任がありますので、若干加藤副大臣に共鳴

する立場でちょっと申し上げますと、改めてうちのほうで調べさせたんですけれども、こ

の電子政府評価委員会で見直しの対象となっている府省のシステムの一覧で１件当たりの

運営経費というのをちょっと拾ってみたんです。例えば、先般申し上げたうちのたばこの

小売業の許認可は、年間で６万9,000件あるんですけれども、そのうち61件が電子申請を

使われたということなんですが、利用率は0.09％、それで１件当たり24万円かかっている

んです。これはうちの恥ずかしい例です。ちょっと総務省の話で恐縮ですが、政党資金、

政党助成金の申請に至っては、年間6,354件あって、電子申請利用者は２件なんです。１

件当たり6,800万円かかっているんです。だから、これを逆に今度は、なぜかはよくわか

りませんが、電子申請を手続の義務化に織り込んでちょっと利用率を上げようという、何

か本末転倒の話という感じがしないでもなくて、これは本当に年間でどれだけの申請件数

のニーズが国民生活の中にまずあって、それに対し初期投資が幾らで、さらにランニング

コストが幾らで、そして１件当たり幾らでと、これは最初に導入する際にシビアにやらな

ければいけないということで、僕は加藤副大臣に共鳴する立場で一言申し上げます。 

 他方、前回古川さんに言っていただいたことに僕はまさに共鳴しますけれども、ああい

うＣＴスキャンのデータを毎回撮りに行かなければいけないというのは、病院で待ってい

るだけで病気が悪化するわけです。そういう意味では、ああいうデータこそ本当に共用す

るために、ポータビリティーを持たせるためにＩＴ投資をするといったら、だれも文句を

言わないですよ。やはり分野を絞るべきだというのは、すごく共鳴します。 

○高橋経済産業大臣政務官 このアイデアボックスは経済産業省でやったものですから、
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参考に出していただいてありがとうございます。実は今日、セブン－イレブンの社長と会

ったんです。セブン－イレブンが今３カ所で住民票サービス等をやっております。セブン

－イレブンとしては、自分のところでサービスとしてやれるのなら、もっとやりたいと。

ただ、何で今３カ所かというと、例の住基ネットの関係に適合できる市が市川とか三鷹と

か、その辺に限られてくるのでできないという言いぶりだったんです。だから、さっきの

コストの話があります。確かに計算すると１件当たり何千万円になるというのはあるので

すが、それは一般的になっていないというか、数が少ないから当然そうなるわけです。し

かし、住民票のサービス等についても、今日セブン－イレブンの社長などに聞いたら、そ

れなりに喜ばれているという話はあり、戸籍謄抄本にはセンシティブな問題も多分あるの

でしょうが、ある程度メニューがあった方が国民の利便性は高いと思うんです。コストの

話になると、セブン－イレブンがやるかやらないか、他のコンビニがやるかやらないかは

企業の話ですから、それは企業の費用対効果の問題だろうと思うので、その中にメニュー

として私はあってもいいのではないかなとは思っております。 

 また、このアイデアボックスの中で、これがトップで出ており、他のいろいろな意見を

聞いても、これに対する要望はかなり高いように私は思いました。それと、仕事中に取り

に行けばいいじゃないかという話については、これはいろいろな立場の人がおりまして、

そうとも言い切れないところはあるのかなと思いますので、私はできれば取り組んでいた

だきたいなと思っております。 

○津村内閣府大臣政務官 他に幾つか重要案件も引き続きあるので、大変申しわけないん

ですけれども、副大臣、ちょっとご発言いただければと思います。 

○古川内閣府副大臣 皆さんいろいろ意見はあると思うんですが、私はちょっと一つ、

我々は共通認識を持たなければいけないと思うのは、多分ここにいるみんなが生まれたと

きにはこんなＩＴとかはなかった時代なんです。しかし、我々が目指している社会は多分、

これから10年、20年たつと、ほとんどのものがデジタルデータで、それがベースの社会に

なってくる。そういう意味では、行政の持っている情報などもいずれかの段階ではすべて

ある種デジタルデータ化されていくようになってくる。それこそデジタルネイティブとい

う言葉がありますけれども、生まれたときから携帯電話とかiPadとかiPhoneとかというも

のを持っている人たち、だから今の感覚でいったら、確かに加藤さんが言うように、とり

に行くなら行ったりとか、そういう意識があるかもしれないけれども、例えば最近になる

と、映画などのチケットでも携帯でこれもと見せたりとか、そのようになったりもしてい

るような時代だから、そういう意味での先を見るというところの視点というのは大事じゃ

ないかと、そこは一つ申し上げたい。 

 もう一つは、いろいろな問題、これは僕は官僚主導から政治主導へ変わるときの大事な

ことは何かというと、自分も役人をやった経験からわかるんだけれども、今の状況から何

かを変えるとなると、当然それはいろいろなことを考えなければいけないとか、さっきか

らコストの話もあるけれども、そういうもので、やらないためのいろいろなこういう問題



8 

もありますよねという理由は幾つでも立てられるのだけれども、政治主導というのは、む

しろそうじゃなくて、こういうものを目指そう、しかしそこを目指すには、さっきからあ

るように、ちゃんとコストを計算しなければいけないとか、あるいはセキュリティの問題

をきちんとしなければいけないとか、そういう問題はあるけれども、そこを乗り越えてい

ってその先へ行くということでいかないと、結局今を変えないことの理由にそういうコス

トの問題とかセキュリティの問題とかというのでたどり着いてしまうので、せっかくこれ

はみんな政治家でいるわけなので、そこは加藤さんの心配な部分はきちんとこれからの議

論の中でチェックしていって、当然コストのところなどは、これは川端大臣からも後から

お話があるかもしれませんけれども、いつも川端大臣も、今のところの中身はどうなって

いるんだと、先ほど古本さんからご指摘のあった部分は常にご指摘もされているので、今

までは確かにそういう相当いいかげんな形で通してきたのかもしれないんだけれども、こ

れからはきちんとそこはチェックして、そこに本当に問題があるのだったら、そのときに

はやめればいい。そこのチェックをする前の段階から、しかもこれは例として載っている

だけだから、そこのところに載せるのも削ろうということでやっていくと、もうそれは本

当に今までの政権のように、ちょっとでもリスクのあるものは消してしまうということに

なっていくと、だんだんいわばとげがなくなって丸まってということになるので、そこは

加藤さんの言うこともすごくよくわかるし、古本さんの言うこともすごくよくわかる。し

かし、そこをきちんと確認して、その上で新しい時代に向かって前に進んでいこうという、

それが政治主導で判断することではないかと私は思うし、今までＩＴでも、お題目を唱え

てもこれはほとんど進んでこなかった。実感されなかった。それが、社会が変わったんだ

なと思えるような実践をするということが、新政権のＩＴ戦略の大事なところだと思うの

で、ぜひそこは、気持ちはすごくわかりますが、そこのところをみんなも踏まえた上で、

一歩前へ進んでいければなということでご理解いただきたいなと私はちょっと思います。 

○津村内閣府大臣政務官 大臣、ご発言いただいてよろしいですか。 

○川端内閣府特命担当大臣 たくさん課題があって、50分までに終わってほしいので、そ

れぞれご意見があって、私もこれをずっと見てみましたら、余り過去を振り返ってうじう

じ言う必要はないと思うので、前向きに議論したいんだけれども、そのときに、今までの

部分で、先ほどたばこの云々とかいろいろ言われましたけれども、e-Japan構想のときの

ものはオンライン化することが目的であった。だから、あらゆる手続を全部オンライン化

しようという、オンライン化率が何％かということがあったような気がする。もうそれ以

上詮索するつもりはないんだけれども、だから実際にほとんど使われないものまでやった

ということがあるので、この３つ目の○で、上にいろいろ書いても、本当にやるときは、

過去の費用対効果を総括し、教訓を整理するということと同時に、「その教訓にもとづき、

上記施策を含め、電子行政の推進に際しては、費用対効果が高い領域について集中的に業

務の見直しを行った上で、共通の情報通信技術基盤の整備を行う」という、これは相当な

歯どめがかかっているわけですよ。だから、加藤さんが言われる部分のこととか、古本さ
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んが言われる部分で言うと、それを検証して本当にやるというときには、相当チェックし

て、意味のあるものを重点的にやりましょうということが基本精神として貫いているので、

懸念があるものは、我々のかたい意思として、そういうことはさせないということが一つ

ある。 

 もう一つは、言われるように、エブリタイム・エブリデーいつでもオーケーというのに

戸籍謄抄本がなじむのかと言われたら、そう言えば僕はこの前パスポートが切れたからと

ったなぐらいとか、子供が結婚したときに戸籍を欲しいということで、僕は生まれたとこ

ろに置いてあるので、結構面倒くさくやっていて、急がなければいけないというときに郵

便は日もかかるからというと、もうとりに行けみたいなことで車で何時間かかけて行くと

いうことがありました。ということで、あったら便利だけれども、数はどうかという議論

はあります。ただ、僕は、これは古川さんが言われたんだけれども、将来の姿を見たとき

に、極端に言えば、もう戸籍謄抄本を添付するとかという時代は多分なくさなければいけ

ない。そのころそれこそパスポートの申請がうまくいかなかったのは、戸籍謄抄本を添付

しろと言われて、そんなものを添付した瞬間にオンライン登録でなくなるということは、

将来の姿としては、また住民カード、番号制度とか、いろいろな国の形にかかわるんだけ

れども、ＩＤの部分をどうにかして確立していこうという話が今出ているときには、最終

的にはそのストレージとして戸籍謄抄本があって、そこへアクセスできれば、それは自動

的にそこへ認証されるという形だったら書類が要らなくなるというのが、多分行き着く姿

ではないかと僕は思います。そういう部分では何らかの形で戸籍謄抄本も電子化していく

ということは先を見つめたら必要なんだろうというときに、エブリタイム・エブリデーと

いうものの例示としてはこれはちょっと苦しいところがある。また役人的だけれども、ど

こかで「など」と書いて、「24時間入手できることによる国民の便益が高いサービスなど

（例）」とすると、「など」のちょっと違うものだということで、ちょっと苦しさはある

んだけれども、例示的に入れる分には残しておいて、ぎりぎり後の実行のときに評価する

と。前は、ここまで例示もしないで、手続はオンラインにしようということですると、要

るも要らないも、やめても実質的にはほとんど変わりがないということだったので、そう

いうことで書くべきことは全部書いてあるのかなと思いますので、この辺でおさめていた

だくとありがたいんですが。 

○津村内閣府大臣政務官 これまでの議論を踏まえまして、大臣のご発言の方向で取りま

とめたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

○加藤法務副大臣 川端先生とも長いおつき合いでございますし、サイエンティストの土

俵にのったご発言をしっかり議事録に残していただいて、ここに書いてある日本語の読み

方は川端大臣が今おっしゃった読み方だということにしていただけるのであれば、本日の

会議に協力させていただきます。 

○津村内閣府大臣政務官 では、そういう形にさせていただこうと思います。 

 次は、地域の絆の再生でございます。６ページのところでございますが、厚生労働省さ
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んから、（１）医療分野の取組においての具体的取組という、タスクフォースのことが書

いてあるところですけれども、「企画委員会の下にタスクフォースを設置した上で」とあ

るところにつきまして、「必要に応じて」を「タスクフォースを設置し」の前に追記する

べきではないかと、「必要に応じてタスクフォースを設置し」という表現に改めるべきで

はないかというご意見が出ておりまして、事前に随分やりとりもしましたが、引き続きそ

こで要調整という状況でございますので、本日足立政務官は公務のためご欠席ですけれど

も、厚生労働省の事務方からご発言をいただければと思います。ポイントをまとめてお願

いできればと思います。 

○唐澤厚生労働省審議官 それでは、足立政務官が国会の委員会審議に行っておりますの

で、私、保険局の審議官の唐澤から政務官の問題意識をご紹介させていただきたいと思い

ます。 

 この「必要に応じて」という表現につきましては、これはもちろんタスクフォースを設

置することに反対しているわけではございません。まず、新たな戦略案におきまして、当

初の段階から私ども厚生労働省の意見を尊重していただきましたことにつきまして、感謝

を申し上げます。その中でもタスクフォースにつきましては、個々の施策について設置す

るという文言でありましたものを、本日ご提示いただいたような包括的な書きぶりにして

いただいたことは、大きな前進と考えております。しかしながら、医療分野におけるタス

クフォースの機能や役割につきましては、これまで十分に議論がなされたとは言えない状

況と認識しております。この案では、タスクフォースを設けることが前提となっており、

その上でタスクフォースの活用を検討する旨記載されております。医療分野におけるタス

クフォースにつきましては、現時点で必ずタスクフォースを設けるといった記述ではなく、

今後十分議論した上で、必要と判断した場合に設置するものであるということから、「必

要に応じて」といった記述を盛り込んでいただきたいというのが、政務官の問題意識でご

ざいます。 

 以上でございます。 

○内藤総務副大臣 厚労省さんは前回も出てこられなかったので、だれの発言なのかなと

私はちょっと今思うんですが、やはり出席されて、政務三役からご発言されるべきものだ

と思いますが。 

○津村内閣府大臣政務官 大臣、お願いいたします。 

○川端内閣府特命担当大臣 ここにもう具体にタスクフォースでやるべきことを書いてい

るんです。これは各省庁連携しないとできない、厚生労働省だけの話でないテーマをこう

してやろうというときに、「必要に応じて」というのは、必要だという認識をしていると

いうことなので、と思っていますが、ご異議なければ……。 

（「異議なし」の声あり） 

○川端内閣府特命担当大臣 はい。こういう場はそういうことでさせてください。よろし

くお願いします。 
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○津村内閣府大臣政務官 ありがとうございました。 

 それでは、原文のとおりということでまとめさせていただきます。 

 財務省さんから、（３）教育分野の取組に関連して、（３）ですから８ページ以降です

が、「児童生徒１人１台の各種情報端末」や「校務システムの普及」を削除すべきとのご

意見が出ております。これについて、ご意見を出されました財務省さん、次いで文科省さ

んからもご発言をいただければと思います。 

○古本財務大臣政務官 コンピュータは大変結構なことなんですけれども、現状を少し分

析いたしますと、現在、児童生徒数７人に１台の配置になっております。これを児童生徒

１人当たり１台ということになりますと、ざっくり見積もって、これはノート型パソコン

を買うのか、いわゆる端末型のiPadとか、ああいうものでやるかによって単価は変わるで

しょうけれども、仮に今のノート型の平均的な単価で計算しますと、恐らく１兆円前後の

財源が必要になる。こういう財源の話をまず申し上げます。 

 その上で、そもそも必要であれば１兆円を使ってでもやればいいと思うんですけれども、

実は21年度補正で自民党時代の景気対策もありまして、いわゆる２分の１補助で、事業費

総額4,801億円、学校ＩＣＴ環境整備事業というものをやったわけなんですけれども、こ

のときに実は補助率２分の１で、補助裏を嫌ったのかどうか、その自治体の実態はわかり

ませんが、各教育委員会でご判断いただいたのでしょうけれども、170万台分の措置をし

たにもかかわらず、約２割しか申請がなかったという事実もあるんです。ですから、その

ときの残り８割の自治体は何を理由にそれを２分の１補助という条件にもかかわらず遠慮

なさったのかというのは、分析すべきだと思うんです。 

 さらに、授業中におけるパソコンの利用状況等々を調べますと、これは民間のベネッセ

さんのアンケートなので、公的なアンケートではありませんが、平成20年の小中学生に対

するアンケートによれば、「授業でほとんどパソコンが使われていない」という回答が半

数なんです。その理由が、パソコンの普及が足りないからではなくて、恐らくこれは分析

が必要だと思うんですけれども、学校の先生自身がパソコンを使った授業をしたいと思っ

ているかどうかということも大事だと思うんです。 

 ですから、何か数値目標を掲げてやっていくということは一つの判断だと思うんですけ

れども、ぜひ総合的に議論させていただきたいと思っています。 

○津村内閣府大臣政務官 高井さん、お願いします。 

○高井文部科学大臣政務官 ではお答えいたします。 

 さっき大臣も副大臣も言われたのですけれども、将来の姿として、今すぐに今のノート

型パソコンを１人１台配置しようと思っているわけではなくて、デジタルネイティブとい

う話もありましたけれども、これからまたいろいろな形の端末が出てくると思います。多

分、費用というか、単価も下がってきたりすると思いますし、ちょっと先々を見た視点で、

デジタル教科書、それからいろいろなデジタルを使ったコンテンツの充実とか、画像上大

変関心が高くなるとか、わかりやすい、理解しやすいとか、いろいろな観点からＩＣＴ教
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育は進めていくべきだという方針のもとに、長い目で見て、行く行くは児童生徒１人１台

の方向へ向かう必要があるのではないかということで書かせていただきました。将来像と

いうことで、単に今のノート型パソコンを児童生徒１人１台と考えているわけではないで

すので、そうした点、もちろん現実的な費用の話もありますので、ちょっと将来の姿とい

うことでご理解いただければと思っています。 

○津村内閣府大臣政務官 内藤さん、お願いします。 

○内藤総務副大臣 私も、将来的には、デジタル教科書ということで、例えばタブレット

ＰＣを生徒一人一人に与えることで、議論し合うという力がＩＴあるいはＩＣＴを通じて

養われていくと思うんです。今、現状はそういう求めがないというのですが、それはそう

いったツールを使っての教育のモデルというものができ上がっていない。それを構築する

ことで有用性というのは理解され、また浸透されていくだろうと思いますので、ぜひここ

は財務省さんのほうも心を広くして対応していただければと思いますが。 

○古本財務大臣政務官 既に７人に１台は入っているわけで、モデル型という意味では、

学校教育現場でもいろいろな努力をなさっている中で、なぜに１人１台がなければいけな

いのかと。多分この目的は２種類あって、デジタルネイティブですか、まさにそういうこ

とになれ親しんでもらおうというのであれば、実はパソコンのご家庭における普及率は、

これは経産省の調べですか、平成10年には25％だったのが、昨年度ですと75％まで来てい

るんです。だから、もう数年すれば、ほぼ一家に１台の時代になるわけです。だから、触

れ合う機会の提供なのか、そもそもそういったＯＡを使った授業を展開したいのか、この

辺も目的という意味ではっきりさせなければいけないと思っているんです。だから、この

１人１台というのは、何か少し目標、旗印を立てるということでは納得できないわけでも

ないんですけれども、お金がかかる話ですし、他方で本当に、若いころからずっとパソコ

ンを見ていますと目も悪くなりますから、ちょっと高橋千秋さん的な、若干そういう話で

いきますと、そういう感想を持っております。ですから、さすがに１兆円かかる話を１人

１台で本当に掲げるのかというのは、なお違和感を持っています。 

○津村内閣府大臣政務官 副大臣、ご発言はありますか。 

○古川内閣府副大臣 これは多分、古本さんが言った話と高井さんが言った話とか内藤さ

んが言った話は、少しずれているところがあるんじゃないかと思うんです。これを本当に

やるときには、もう教科書をなくしてしまうと。だから、逆に言うと、今は教科書に年間

使っているようなものを、そこまでいってしまうような話のところでもあるんじゃないか

と思うんです。今、目の話が出たんですけれども、たまたま私は少しこの前ある話を聞い

たら、今度iPadが出るじゃないですか。iPadよりもキンドルのほうが、例えば本を読むに

は目が疲れないとか、あるらしいんです。この辺は非常に今、それこそいわゆるパソコン

型からクラウドで、電子図書とか、ものすごく大きく転換しているこのＩＴ技術の分野で

も最先端のところでもあって、これは私の一つの提案でアイデアですけれども、例えばこ

のＩＴ戦略をちょうど議論している中でも、一つこの辺のところは先端の技術などの目玉
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でもあるので、その機器のタイプとか、あるいは知財戦略との関係とか、そういうものも

含めて少し専門家の人とか有識者を呼んでみて、こういうものについて本当にデジタルネ

イティブ、つまりこのデジタルネイティブの人たちがこういうものを使っていわば新たな

産業を生み出したり企業を生み出したり、そういう可能性が出てくるような人でもあるわ

けだろうから、そういう将来の先も踏まえて、ここの部分はちょっと有識者などを呼んで

オープンで一回議論して、少しお互いに、どんな世界が来るのかと。例えば、皆さんの中

で読まれた方は、私どもには知財担当であったものですから、角川の角川会長から本を送

ってきて、それを読むと、角川さんなどは電子ブックで今度のiPadで2014年にもう革命的

なことが起きることなども書いたりしていて、古本さんも機会があったら一回読んでいた

だくといいと思うんですけれども、だからすごく大きな転換が近い将来に起きるかもしれ

ないような今の状況にクラウドコンピューティングも含めてあるので、その辺のところを

こういうものを一応ベースにしながら、一回この場かどこかでそういう議論をするという

か、話を聞く場をつくってはどうかなという提案をしたいんですけれども、どうでしょう

か。 

○津村内閣府大臣政務官 時間が非常に押している状況ですが、では一言だけ。 

○高井文部科学大臣政務官 今の副大臣の問題意識で、今ちょうど同時間に鈴木副大臣主

催で学校教育の情報化に関する懇談会というのを、有識者を20人近く集めて並行してやっ

ています。現実的に今、そっちはそっちでその議論を集中的にやっておりますので。 

○津村内閣府大臣政務官 20秒でお願いします。 

○内藤総務副大臣 実は総務省が今年度予算で、全国10校を選んで、もうその各校に一人

一人にタブレットＰＣを給付して、本当にＩＣＴ機器を使った教育のあり方を向こう３年

間かけて実証実験をやっていきますので、そのこともまたこの戦略本部で逐一報告させて

いただきたいと思います。 

○津村内閣府大臣政務官 では、最後に。 

○古本財務大臣政務官 議長、提案ですけれども、ではこれは「１人１台の各種情報端

末・デジタル機器等を活用した教育」ということなんですけれども、その教育の先にどう

いった教育を目指しているのかを、今、古川さんがおっしゃったように、まさにそのよう

に「もんだ上で」、あるいは「ビジョンを定めた上で」というまくら言葉を入れてくださ

い。それならまだ理解できますが、これだと、残念ながら１人１台とにかく入れろと読め

てしまいます、これだけですと。 

○川端内閣府特命担当大臣 表現は、ちょっと僕もこの文章は未熟な部分があって、要す

るに電子ブックが出だしましたけれども、僕はこの角川さんの本は読んでいないけれども、

これは間違いなく劇的な変化が起こる。そのときに、教育の現場も劇的な変化を起こさな

いといけない。その部分では、もう教科書を見てということではない。ちょっと言われま

したけれども、iPadとか、要するにこれは一人一人持たなかったら意味がない。僕は電子

黒板には反対したというか、非常に消極的だったのは、あれは片方向しかないんです。双
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方向にして、それも全部が持つということで、パソコンではありません。これはタブレッ

トというか、端末を持つということで、教科書も全部入っているし、宿題をしたら先生の

ところへすぐ届くし、個々の生徒のデータは、得意な問題と苦手な問題も全部先生が把握

できるという、要するに教育現場が革命的に変わるという姿なんだろうというのを想定し

ているんだと文部科学省から漏れ聞いています。 

 それともう一つは、ここに載せる文は、そういうことのビジョンを踏まえながらでない

とわかりにくいというのはご指摘のとおりで、工夫は要るかもしれない。同時に、ほかの

ことでも、例えばテーマとしては出てこないけれども、ここに書いてあるスマートグリッ

ドというのは、イメージはあっても、実は技術的に何も確立していないのだけれども、書

いてあるんです。もうかるか、もうからないかも全くわからないのに書いてあるという、

このものの位置づけというものが、書いたら全部書いたとおりに予算をつけてやるという

ことではなくて、我々が目指す社会の姿の中で、こういうことを重点的に取り組んで進め

ていくことを、ご心配される費用対効果も判断しながらということなので、ちょっとの工

夫は何か考えたほうが、確かにそういう誤解をされると本意でないという部分があると思

います。 

 以上です。 

○津村内閣府大臣政務官 では、今の大臣のご発言で取りまとめとさせてください。 

 高橋さんが退席されるそうなので、一言だけ。 

○高橋経済産業大臣政務官 もう出なければいけないので、すみませんが、さっきのこと

に関連して言うと、先日Ａｍａｚｏｎへ行ってきました。キンドルも実際に見てきました

けれども、今アメリカ以外でキンドルが一番売れている国が日本なんです。確かにあれは

画期的なものだと思います。それは多分本当に大きく変わる可能性を持っていますから、

そういうところでぜひ考えていただければなと思います。 

○津村内閣府大臣政務官 ありがとうございました。 

 それでは、時間も押している中、３番の柱であります新産業の創出と国際展開につきま

しては、特に意見の相違はないと認識しておりますけれども、よろしいでしょうか。 

 次は、４．安全・安心な情報セキュリティ環境の実現、そして５．政治主導により進め

るべき電子化、またⅣ．今後の検討事項をすべてあわせて、最後にご意見を伺いたいと思

います。 

 総務省さんからは、選挙運動によるインターネットの活用及び電子投票について、各党

で協議して結論を出すべき問題であって、政府の戦略からは削除すべきとのご意見が出て

おりますが、総務省さんから一言ご説明をお願いします。 

○内藤総務副大臣 私も一議員として、インターネット選挙は大いに進めるべきだとは思

います。ただ、政府が提言するこの戦略の中に民主主義の根幹である選挙のあり方に対す

ることを載せるのが果たして妥当なのかどうかという問題意識があるんです。実際に今、

もうご案内のように、与党、そして野党の間で、このインターネット選挙のあり方は立法
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府のほうで議論が進んでいるので、これを政府の提言書として出すことについてはちょっ

と慎重であったほうがいいんじゃないかなという発言をさせていただきたいと思います。 

○津村内閣府大臣政務官 私自身の理解では、これは例えば選挙区の区割りとか、そうい

ったこととは違って、非常に技術的というか、まさに電子化の部分なので、ロジスティク

スに近いといいますか、そういう意味では政府として議論されることは排除されることで

はないとも思うんですが、時間も押している中、副大臣、もしご発言があれば、古川さん。 

○古川内閣府副大臣 ここのところはまさに政治的な判断だとは思います。ある種、こう

いうことによって、きょうちょっと新聞報道の中でありましたが、去年の仕分けでもう少

し開票事務などを合理化しろというのは予算が減ったから大変だという話とかがちょっと

記事などになりましたが、この辺のところはかなりＩＴ技術を使うことによって簡素化で

きる、効率化できる部分というのは、これこそそういう意味では費用対効果的にいっても

目に見える部分ではないかなと思いますので、そこは皆さんのご意見だと思いますが、入

れる、入れないとか、そういうことはまさに政治的に決める話でしょうけれども、国会活

動とか投票とか、そういうものにＩＴ技術を活用していくという部分ぐらいは私はあって

もいいんじゃないかなとは思いますが。 

○津村内閣府大臣政務官 大臣、いかがですか。 

○内藤総務副大臣 大臣が発言されたら終わってしまうので、一言。申しわけございませ

ん。 

 ただ、この表現にはちょっと気をつけたほうがいいと思うんです。インターネット選挙

をするかどうかというのはあくまで立法府の、これはもう本当に各党各会派の議論を踏ま

えた判断であって、政府としてやるべきは、そういう基盤も整備していくということであ

って、インターネットの積極的活用とかというのは行政府としてはちょっと出過ぎてしま

うのかなという、そこをちょっと配慮していただければと思います。 

○津村内閣府大臣政務官 それでは、大臣、最後にお願いいたします。 

○川端内閣府特命担当大臣 ご主張の部分はそれなりの論旨があると思います。そして、

古川さんが言われたように、仕分けも含めての予算で、これは総務省だと思うんですが、

今度の参議院議員選挙等々の投開票事務での交付金か何か知りませんが、相当削って、み

んな選管が四苦八苦して、恨んでいるという記事が載っておりましたけれども、そういう

意味での電子化という中に多分電子投票なども本当は視野に入ってくるかもしれません。

一方で金を削って工夫しろだけの話で言うと、職員がやらずにアルバイトがやるみたいな

話しかできていなくて、みんな大変だという意味で、何らかの問題提起と、役所としても

検討してこのインフラ整備とかをやることは、世の中の利便というか、環境変化をもたら

すことになるという認識は皆さんご異存ないと思うんです。確かに、インターネット選挙

を促進しろとかということまで言ってしまうと、それはちょっと政治判断なのかなという

ことがあるので、これもちょっともう一練りすることはどうでしょうか。 

○古川内閣府副大臣 はい。文章をちょっと変えて、また皆さんに相談させていただくと
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いうことでどうですか。 

○津村内閣府大臣政務官 はい、わかりました。 

 それでは、これから皆さんとの調整の仕方も含めて、大臣もそういう問題意識でいらっ

しゃいますので、大臣に一任していただければと思います。 

 それでは、以上で一通り議論が終わりましたが、大臣、最後にご発言いただけますか。 

○川端内閣府特命担当大臣 本当にありがとうございました。時間がちょっと押してしま

って、申しわけなかったと思いますが、本日の議論を踏まえて、今度は戦略本部に諮る戦

略案を取りまとめることになります。今若干の調整事項が残りましたので、政務レベルで

もう少し調整をし、きょうの議論の趣旨を踏まえながら、ご発言された皆さんとの調整を

した上で、次回のＩＴ戦略本部に諮る戦略案を取りまとめたいと思いますが、その取りま

とめについては、基本的には、最終的には私にご一任いただきたいと思います。調整はし

っかりさせていただきたいと思います。 

 また、日程ですが、スケジュールの関係で本部の日程は多分連休後になるのではないか

という状況であります、それぞれの大臣等の日程もありますので。ただ、５月中に工程表

も取りまとめなければいけないということでありますので、各府省におかれては、本日以

降、工程表の作成作業を開始していただきますようにお願いしたいと思います。戦略は具

体化して初めて意味のあるものですので、工程表が充実したものになるように、企画委員

会メンバーの皆様のご協力もお願いしておきます。 

 以上です。 

○津村内閣府大臣政務官 ありがとうございました。 

 今最後に大臣がおっしゃられたことは非常に重要な点でありまして、ＩＴ戦略本部を重

要な大臣が何人かご欠席のまま、それでも早目にやってしまうという案もあったのですが、

やはり連休明けにきちんとそろっていただいて、そこはやろうと。ただ、工程表の作業は

それを待ってということになりますとおくれてしまうので、ここでご了解いただければ、

各施策を工程表に落とし込んでいく作業をもうきょうこの日からスタートさせていただけ

ればということが、今の趣旨です。重ねて申し上げます。どうかご了解いただければと思

います。 

 それでは、以上をもちまして本日の会合を閉会いたしたいと思います。本日はお忙しい

中、ありがとうございました。 

 

閉 会 

 


